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(57)【要約】
【課題】体液による汚染のリスクを低減することが可能
な検査用器具を提供する。
【解決手段】検査用器具１０は、生体から採取された尿
Ｌを保持可能な第１保持部２０と、尿に含まれる成分を
検出する検出機能部３１が配置され、第１保持部に保持
された尿を受け入れ可能な第２保持部３０と、第１保持
部から第２保持部への尿の移動を開始させる移動開始機
構４０と、を有する。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体液に含まれる成分を検出する検査用器具であって、
　生体から採取された前記体液を保持可能な第１保持部と、
　前記体液に含まれる前記成分を検出する検出機能部が配置され、前記第１保持部に保持
された前記体液を受け入れ可能な第２保持部と、
　前記第１保持部から前記第２保持部への前記体液の移動を開始させる移動開始機構と、
を有する検査用器具。
【請求項２】
　前記第１保持部と前記第２保持部は、一つの容器で一体的に構成されており、
　前記移動開始機構は、前記第１保持部と前記第２保持部の連通を遮断した状態から前記
第１保持部と前記第２保持部が連通した状態への切り替えが可能な切替弁を備える、請求
項１に記載の検査用器具。
【請求項３】
　前記移動開始機構は、回転操作に伴い前記第１保持部と前記第２保持部とを連通させる
回転式の切替弁を備える、請求項２に記載の検査用器具。
【請求項４】
　前記移動開始機構は、前記第１保持部と前記第２保持部との間に配置された状態で、前
記第１保持部と前記第２保持部の連通を遮断するとともに、前記第１保持部と前記第２保
持部との間から移動することにより、前記第１保持部と前記第２保持部を連通させる押し
子式の切替弁を備える、請求項２に記載の検査用器具。
【請求項５】
　前記移動開始機構は、前記第１保持部と前記第２保持部との間に配置された状態で、前
記第１保持部と前記第２保持部の連通を遮断するとともに、所定の外力が付与された際に
破断して前記第１保持部と前記第２保持部を連通させる破断式の切替弁を備える、請求項
２に記載の検査用器具。
【請求項６】
　前記第１保持部を備え、前記第１保持部の密封性を維持可能な第１容器と、
　前記第２保持部を備える第２容器と、
　前記移動開始機構を構成し、前記第１容器と前記第２容器とを接続分離可能であるコネ
クタと、を有し、
　前記コネクタは、前記第１容器と前記第２容器との接続に伴って前記第１保持部と前記
第２保持部とを連通させる、請求項１に記載の検査用器具。
【請求項７】
　尿に含まれる成分を検出するために使用される、請求項１～６のいずれか１項に記載の
検査容器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体液に含まれる成分を検査する検査用器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、尿等の体液に試験片を浸漬し、試験片によって体液に含まれる成分を検出す
る方法が知られている（例えば、下記特許文献１参照）。
【０００３】
　下記特許文献１には、体液に含まれる成分を検出する検出機能部と、検出機能部を支持
する支持体と、を有する試験片が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開平９－１３８２３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に開示されているような試験片を用いる場合、作業者は、被験物である
体液が保持された容器に試験片を浸漬させることにより、検査を開始する。そのため、容
器を持ち運んだり、検査を開始したりする際に、体液が飛散等して汚染が発生する可能性
がある。
【０００６】
　そこで本発明は、体液による汚染のリスクを低減することが可能な検査用器具を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成する本発明に係る検査用器具は、体液に含まれる成分を検出する検査用
器具であって、生体から採取された前記体液を保持可能な第１保持部と、前記体液に含ま
れる前記成分を検出する検出機能部が配置され、前記第１保持部に保持された前記体液を
受け入れ可能な第２保持部と、前記第１保持部から前記第２保持部への前記体液の移動を
開始させる移動開始機構と、を有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る検査用器具によれば、移動開始機構を操作することにより、第１保持部か
ら第２保持部への体液の移動を開始させることができる。また、第２保持部に体液を移動
させることにより、第２保持部に配置された検出機能部で体液に含まれる成分を検査（検
出）することができる。使用者は、体液を検査用器具に保持した状態で、体液を携帯する
ことができ、かつ、検査を開始するタイミングを使用者自身で調整することで検査時間の
微調整ができる。したがって、体液による汚染のリスクを低減させると同時に検査の正確
性を向上させることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第１実施形態に係る検査用器具を示す斜視図である。
【図２Ａ】本発明の第１実施形態に係る検査用器具の長手方向の断面図であって、第１保
持部から第２保持部に体液を移動させる前の様子を示す図である。
【図２Ｂ】本発明の第１実施形態に係る検査用器具の長手方向の断面図であって、第１保
持部から第２保持部に体液を移動させた後の様子を示す図である。
【図３】本発明の第１実施形態の変形例１に係る検査用器具を示す斜視図である。
【図４Ａ】本発明の第１実施形態の変形例１に係る検査用器具の幅方向の断面図であって
、第１保持部から第２保持部に体液を移動させる前の様子を示す図である。
【図４Ｂ】本発明の第１実施形態の変形例１に係る検査用器具の幅方向の断面図であって
、第１保持部から第２保持部に体液を移動させた後の様子を示す図である。
【図４Ｃ】本発明の第１実施形態の変形例１に係る検査用器具の長手方向の断面図であっ
て、移動機構付近の拡大図である。
【図５Ａ】本発明の第１実施形態の変形例２に係る検査用器具の長手方向の断面図であっ
て、第１保持部から第２保持部に体液を移動させる前の様子を示す図である。
【図５Ｂ】本発明の第１実施形態の変形例２に係る検査用器具の長手方向の断面図であっ
て、第１保持部から第２保持部に体液を移動させている様子を示す図である。
【図６】本発明の第２実施形態に係る検査用器具が備える第１保持部の一例を示す図であ
る。
【図７】本発明の第２実施形態に係る検査用器具が備える第１保持部の一例を示す図であ
る。
【図８】本発明の第２実施形態に係る検査用器具が備える第２保持部の一例を示す図であ
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る。
【図９】本発明の第２実施形態に係る検査用器具が備える第２保持部の一例を示す図であ
る。
【図１０】本発明の第２実施形態に係る検査用器具が備える第２保持部の一例を示す図で
ある。
【図１１】本発明の第２実施形態に係る検査用器具が備える第１保持部および第２保持部
の組合せの一例を示す図である。
【図１２】本発明の第２実施形態に係る検査用器具が備える移動開始機構の一例を示す図
である。
【図１３】本発明の第２実施形態に係る検査用器具が備える移動開始機構の一例を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付した図面を参照しながら、本発明の実施形態およびその変形例を説明する。
なお、以下の記載は特許請求の範囲に記載される技術的範囲や用語の意義を限定するもの
ではない。また、図面の寸法比率は説明の都合上誇張されており、実際の比率とは異なる
場合がある。
【００１１】
　＜第１実施形態＞
　図１および図２は、本発明の第１実施形態に係る検査用器具１０の説明に供する図であ
る。
【００１２】
　第１実施形態に係る検査用器具１０は、尿Ｌ（「体液」に相当）に含まれる成分を検出
するために用いられる尿検査用器具として構成している。
【００１３】
　検査用器具１０は、図１を参照して概説すると、生体から採取された尿Ｌを保持可能な
第１保持部２０と、尿Ｌに含まれる成分を検出する検出機能部３１が配置され、第１保持
部２０に保持された尿Ｌを受け入れ可能な第２保持部３０と、第１保持部２０から第２保
持部３０への尿Ｌの移動を開始させる移動開始機構４０と、を有する。以下、検査用器具
１０について詳述する。
【００１４】
　（第１保持部）
　第１保持部２０は、本実施形態では、検査用器具１０の備える容器１１の一部によって
構成している。容器１１は、本実施形態では、略直方体形状を備えている。なお、容器１
１の形状は特に限定されない。
【００１５】
　第１保持部２０は、図１に示すように、容器１１の長手方向Ｘにおいて、移動開始機構
４０よりも一の端部１１ａ側に形成している。また、容器１１において第１保持部２０を
構成する部分には、図２Ａに示すように、容器１１の内部空間に連通する開口部２１が設
けられている。また、容器１１において第１保持部２０を構成する部分には、容器１１に
対して取付けおよび取外し可能であるとともに、容器１１に取り付けられた状態で開口部
２１を覆う蓋部２２が設けられている。蓋部２２を容器１１から取外すことにより、開口
部２１を介して尿Ｌを第１保持部２０に入れることができる。また、検査用器具１０は、
蓋部２２が容器１１に取り付けられることによって、第１保持部２０を液密に密閉するこ
とができる。
【００１６】
　第１保持部２０の内部空間の容積は、検査に必要な量の尿Ｌを保持可能な限り特に限定
されない。
【００１７】
　（第２保持部）
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　第２保持部３０は、図１に示すように、容器１１の長手方向Ｘにおいて、移動開始機構
４０よりも他の端部１１ｂ側（第１保持部２０と反対側）に形成している。
【００１８】
　容器１１において第２保持部３０を構成する部分には、図２Ａに示すように、尿Ｌに含
まれる成分を検出する検出機能部３１を配置している。また、容器１１において第２保持
部３０を構成する部分には、検出機能部３１を覆うカバー３２が設けられている。
【００１９】
　検出機能部３１は、本実施形態では、尿Ｌに含まれる成分に応じて呈色する試薬を含む
。検出機能部３１は、例えば、濾紙等の吸水性のシート材に試薬を含浸させた後乾燥させ
たものや、板材にインクジェット等で試薬を含む液体を塗布した後乾燥させたもの等によ
って構成できる。尿Ｌに含まれる検出対象となる成分は特に限定されないが、例えば、ウ
ロビリノーゲン、蛋白、ブドウ糖、または潜血等が挙げられ、各々の試薬に応じて測定時
間が設定される。なお、検出機能部３１は、少なくとも１つ以上の成分を検出可能であれ
ばよい。
【００２０】
　カバー３２は、検出機能部３１の呈色を視認できるように透明、半透明、有色透明であ
ることが好ましい。検出機能部３１が適切に保管可能であり、または検査時の漏れが防止
可能であれば、カバー３２は必ずしも設置しなくてよい。
【００２１】
　以上のように、本実施形態に係る検査用器具１０では、第１保持部２０と第２保持部３
０が一つの容器１１で一体的に構成されている。
【００２２】
　（移動開始機構）
　移動開始機構４０は、本実施形態では、容器１１の長手方向Ｘの略中央に配置している
。ただし、移動開始機構４０は、第１保持部２０と第２保持部３０との間に配置される限
り、特に限定されない。
【００２３】
　移動開始機構４０は、第１保持部２０と第２保持部３０の連通を遮断した状態と、第１
保持部２０と第２保持部３０が連通した状態とを切り替え可能な切替弁４１を備えている
。
【００２４】
　切替弁４１は、容器１１の内部空間に配置されるとともに、容器１１に対して回転可能
な回転体４２と、回転体４２に接続されるとともに、使用者により把持等される操作部４
３と、を備える。回転体４２には、回転体４２を貫通する貫通孔４４が設けられている。
ここで、使用者は被験物である体液の採取、体液の運搬および保管、検査の実施、使用後
の器具処理を行う作業者である。また、被験者自身がこのような一連の作業を行う場合も
あり、この時、作業者は被験者自身でもあり得る。
【００２５】
　図１および図２Ａに示すように、切替弁４１は、長手方向Ｘと交差する方向に沿って貫
通孔４４が配置されている間、第１保持部２０と第２保持部３０の連通を遮断する。また
、図２Ｂに示すように、切替弁４１は、使用者が操作部４３を回転させて回転体４２に設
けられた貫通孔４４が長手方向Ｘと略平行に配置されると、第１保持部２０と第２保持部
３０を連通させる。このように、切替弁４１は、本実施形態では、回転操作に伴い第１保
持部２０と第２保持部３０とを連通させる回転式の切替弁によって構成している。
【００２６】
　（使用方法）
　次に、検査用器具１０の使用方法について説明する。
【００２７】
　使用前の状態においては、切替弁４１に設けられた貫通孔４４は、図２Ａの位置に配置
されている。
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【００２８】
　被験者は、蓋部２２を容器１１から取り外し、尿Ｌを容器１１内に入れる。次に、被験
者は、容器１１に蓋部２２を取り付ける。これによって第１保持部２０は、尿Ｌを液密に
保持することができる。検査用器具１０は、採尿（体液の採取）後から少なくとも検査開
始まで尿Ｌを第１保持部２０により保持する。そのため、検査用器具１０は、容器１１の
外部に尿Ｌが漏れて周辺環境が汚染されるリスクを低減できる。また、紙コップ等の容器
に尿Ｌを一旦採取する必要がないため、検査に要する手間やコストを削減することが可能
になる。ただし、本実施形態に係る検査用器具１０を使用する場合においても、紙コップ
等の容器に尿Ｌを一旦採取した後、検査用器具１０に尿Ｌを移してもよい。
【００２９】
　次に、検査を実施する作業者は、任意のタイミングで切替弁４１を回転させ、切替弁４
１に設けられた貫通孔４４を、図２Ｂの位置に配置する。これによって、第１保持部２０
から第２保持部３０への尿Ｌの移動が開始される。作業者は、移動開始機構４０を操作す
ることにより、第１保持部２０に保持されている尿Ｌの第２保持部３０への移動を開始さ
せることができ、さらに、第２保持部３０に配置されている検出機能部３１により尿Ｌに
含まれる成分を検出することが可能になる。次に、作業者は、検出機能部３１の呈色を確
認する。
【００３０】
　以上、本実施形態に係る検査用器具１０は、生体から採取された尿Ｌを保持可能な第１
保持部２０と、尿Ｌに含まれる成分を検出する検出機能部３１が配置され、第１保持部２
０に保持された尿Ｌを受け入れ可能な第２保持部３０と、第１保持部２０から第２保持部
３０への尿Ｌの移動を開始させる移動開始機構４０と、を有する。
【００３１】
　検査用器具１０によれば、移動開始機構４０を操作することにより、第１保持部２０か
ら第２保持部３０への尿Ｌの移動を開始させることができる。また、第２保持部３０へ体
液を移動させることにより、第２保持部３０に配置された検出機能部３１で体液に含まれ
る成分を検査（検出）することができる。使用者は、体液を検査用器具１０に保持した状
態で、体液を携帯することができ、かつ、検査を開始するタイミングを使用者自身で調整
することで検査時間の微調整ができる。したがって、体液による汚染のリスクを低減させ
ると同時に検査の正確性を向上させることが可能になる。
【００３２】
 
　また、第１保持部２０と第２保持部３０は、一つの容器１１で一体的に構成されており
、移動開始機構４０は、第１保持部２０と第２保持部３０の連通を遮断した状態から第１
保持部２０と第２保持部３０が連通した状態への切り替えが可能な切替弁４１を備える。
そのため、検査用器具１０をコンパクトに形成することができる。
【００３３】
　また、移動開始機構４０は、回転操作に伴い第１保持部２０と第２保持部３０とを連通
させる回転式の切替弁４１を備える。そのため、作業者が切替弁４１を回転させる簡単な
操作により、検査を開始することができる。
【００３４】
　また、検査用器具１０を使用することにより、尿Ｌに含まれる成分の検出を行うことが
できる。
【００３５】
　＜第１実施形態の変形例１＞
　図３～図４Ｃは、第１実施形態の変形例１に係る検査用器具１０ａを示す図である。
【００３６】
　変形例１に係る検査用器具１０ａは、移動開始機構４０ａが押し子式の切替弁４１ａを
備える点で、上述した実施形態と相違する。なお、各変形例の説明では、前述した実施形
態に係る検査用器具１０と同様の構成については同一の符号を付し、その説明を省略する
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。
【００３７】
　切替弁４１ａは、容器１１の内部空間に配置されるとともに、容器１１に対して進退移
動可能な押し子４２ａと、押し子４２ａに接続されるとともに、使用者が把持して操作す
るための操作部４３ａと、を備える。
【００３８】
　押し子４２ａは、容器１１の幅方向Ｙ（長手方向Ｘと交差する一の方向）に延在してい
る。図４Ａおよび図４Ｃに示すように、幅方向Ｙに位置する押し子４２ａの端部には、厚
み方向Ｚに突出する凸部４４ａが設けられている。容器１１の内面には、凸部４４ａが配
置される凹部１１ｃが設けられている。凹部１１ｃは、押し子４２ａが長手方向Ｘに位置
ずれするのを防止する。また、凸部４４ａは、図４Ｂに示すように、容器１１の内面に引
っ掛かることにより、切替弁４１ａが容器１１から脱落するのを防止する。
【００３９】
　図３および図４Ａに示すように、切替弁４１ａは、押し子４２ａの幅方向Ｙの奥側の面
４５ａが容器１１の内部空間の奥まで押し込まれている間、第１保持部２０と第２保持部
３０の連通を遮断する。図４Ｂに示すように、切替弁４１ａは、作業者が操作部４３ａを
手前側に移動させることにより押し子４２ａの幅方向Ｙの奥側の面４５ａが容器１１の内
面から離間すると、第１保持部２０と第２保持部３０を連通させる。
【００４０】
　以上、変形例１に係る検査用器具１０ａでは、移動開始機構４０ａは、第１保持部２０
と第２保持部３０との間に配置された状態で、第１保持部２０と第２保持部３０の連通を
遮断するとともに、第１保持部２０と第２保持部３０との間から移動することにより、第
１保持部２０と第２保持部３０を連通させる押し子式の切替弁４１ａを備える。そのため
、作業者が切替弁４１ａを押し引きする簡単な操作で、検査を開始することができる。
【００４１】
　＜第１実施形態の変形例２＞
　図５Ａおよび図５Ｂは、変形例２に係る検査用器具１０ｂを示す。
【００４２】
　変形例２に係る検査用器具１０ｂは、移動開始機構４０ｂが、破断式の切替弁４１ｂと
、第１保持部２０に配置される押し子４２ｂと、押し子４２ｂに接続されるとともに使用
者が把持可能な操作部４３ｂと、を備える点で、前述した実施形態と相違する。
【００４３】
　切替弁４１ｂは、本実施形態では、所定の外力が付与されることによって破断するシー
ト部材によって構成している。
【００４４】
　図５Ａおよび図５Ｂに示すように、切替弁４１ｂは、第１保持部２０と第２保持部３０
との間に配置されている。押し子４２ｂは、容器１１の内部空間のうち第１保持部２０側
の端部１１ａに配置されている。押し子４２ｂは、容器１１の内部空間において長手方向
Ｘに沿って移動可能に構成している。
【００４５】
　図５Ａに示すように、押し子４２ｂが引き出されている間（切替弁４１ｂが破断する前
の状態）、第１保持部２０と第２保持部３０の連通は遮断されている。図５Ｂに示すよう
に、作業者が操作部４３ｂを押し込み、切替弁４１ｂに圧力が付与されると、切替弁４１
ｂが破断して、第１保持部２０と第２保持部３０が連通される。
【００４６】
　以上説明したように、変形例２に係る検査用器具１０ｂでは、移動開始機構４０ｂは、
第１保持部２０と第２保持部３０との間に配置された状態で、第１保持部２０と第２保持
部３０の連通を遮断するとともに、所定の外力が付与された際に破断することにより、第
１保持部２０と第２保持部３０を連通させる破断式の切替弁４１ｂを備える。そのため、
切替弁４１ｂに所定の外力を付与することによって、検査を容易に開始させることができ



(8) JP 2019-174251 A 2019.10.10

10

20

30

40

50

る。
【００４７】
　なお、切替弁４１ｂは、容器１１が柔軟な材料等で構成される場合、容器１１の外部か
ら手指等により押圧力を付与することで破断してもよい。
【００４８】
　＜第２実施形態＞
　図６～図１３は、第２実施形態に係る検査用器具２００の説明に供する図である。
【００４９】
　第２実施形態に係る検査用器具２００は、第１保持部１２０と第２保持部１３０とが別
体である点で、第１実施形態と相違する。以下、第２実施形態に係る検査用器具２００に
ついて説明する。
【００５０】
　（第１保持部）
　図６および図７には、第１保持部１２０の一例を示す。
【００５１】
　第１保持部１２０は、例えば、図６に示すように、試験管のような容器１２１（「第１
容器」に相当する）によって構成することが可能である。また、第１保持部１２０は、例
えば、図７に示すように、円筒状の容器１２２（「第１容器」に相当する）によって構成
することもできる。
【００５２】
　第１保持部１２０は、図６および図７に示すように、各容器１２１、１２２の内部空間
に連通する開口部１２３と、各容器１２１、１２２に対して取付けおよび取外し可能であ
るとともに、各容器１２１、１２２に取り付けられた状態で開口部１２３を覆う蓋部１２
４と、第２保持部１３０との接続に伴って第１保持部１２０と第２保持部１３０とを連通
させるコネクタ（「移動開始機構」に相当する）１２５と、を備える。なお、各容器１２
１、１２２には、第１保持部１２０から第２保持部１３０へ尿Ｌを吸引により移動させる
ことが可能となるように、例えば、蓋部１２４に通気孔１２６が設けられていてもよい。
【００５３】
　尿Ｌは、蓋部１２４が容器１２１、１２２から取外された状態で、開口部１２３を介し
て第１保持部１２０内に入れられる。蓋部１２４が容器１２１、１２２に取り付けられる
ことによって、第１保持部１２０は、容器１２１の内部空間に尿Ｌを液密に保持すること
ができる。
【００５４】
　（第２保持部）
　第２保持部１３０は、例えば、図８に示すような容器１３１（「第２容器」に相当する
）によって構成してもよい。容器１３１の内部空間は、例えば、第１保持部１２０と第２
保持部１３０を接続する前の状態において、第１保持部１２０の内圧よりも陰圧にしてお
くことが好ましい。このように第１保持部１２０と第２保持部１３０との間に圧力差を設
定しておくことにより、第１保持部１２０と第２保持部１３０を接続した際、第１保持部
１２０内の尿Ｌを圧力差によって第２保持部１３０へ円滑に移動させることが可能になる
。
【００５５】
　また、第２保持部１３０は、例えば、図９に示すように、シリンジを構成する容器１３
２（「第２容器」に相当する）によって構成してもよい。第１保持部１２０と第２保持部
１３０を接続した状態で、容器１３２の内部空間に挿入されている押し子１３２ａを引き
出すことによって、第１保持部１２０内の尿Ｌを第２保持部１３０に移動させることがで
きる。
【００５６】
　また、第２保持部１３０は、図１０に示すように、マイクロチャネル１３３ａ（毛細管
）を備える容器１３３（「第２容器」に相当する）によって構成してもよい。このように
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構成された第２保持部１３０は、第１保持部１２０と第２保持部１３０を接続した際、第
１保持部１２０内の尿Ｌを毛細管現象によって第２保持部１３０へ移動させることができ
る。
【００５７】
　図８～図１０に示した第２保持部１３０は、各容器１３１、１３２、１３３において尿
Ｌと接触し得る部分に配置された検出機能部１３４と、第１保持部１２０との接続に伴っ
て第１保持部１２０と第２保持部１３０とを連通させるコネクタ（「移動開始機構」に相
当する）１３５と、を有する。
【００５８】
　検出機能部１３４の構成は、第１実施形態に係る検出機能部３１と同一に構成すること
ができるため、説明を省略する。また、各容器１３１、１３２、１３３は、検出機能部１
３４の呈色を視認できるように、少なくとも検出機能部１３４を覆う部分が、透明、半透
明、有色透明であることが好ましい。
【００５９】
　なお、図６～図７に示す第１保持部１２０と、図８～図１０に示す第２保持部１３０と
は、任意に組み合わせて使用することが可能である。
【００６０】
　また、例えば、図１１に示すように、第１保持部１２０を第２保持部１３０の上方側か
ら接続して、重力を利用して尿Ｌを移動させるような構成を採用することも可能である。
また、例えば、図１０や図１１に示す第２保持部１３０では、第１保持部１２０を接続し
た後、検査が開始されるまでの時間を目視により確認するためのチャネルを増設したり、
検査を開始するまでの時間を調整するために、チャネルの流路径等を長さ方向に沿って拡
大や縮小させたりすることも可能である。
【００６１】
　（移動開始機構）
　移動開始機構１４０は、図６、図７および図１１～図１３に示す第１保持部１２０のコ
ネクタ１２５、および図８～図１３に示す第２保持部１３０のコネクタ１３５により構成
することができる。
【００６２】
　例えば、図１２に示すように、コネクタ１２５およびコネクタ１３５は、螺合によって
互いに接続可能な構成を有してもよい。図示例の構造では、コネクタ１２５とコネクタ１
３５が螺合すると、コネクタ１３５が備える管状部材１３５ａが、コネクタ１２５が備え
る弁体１２５ａに設けられた貫通孔（図示省略）を押し広げるようにして挿入される。こ
れにより、第１保持部１２０と第２保持部１３０とを連通させることができる。
【００６３】
　また、例えば、図１３に示すように、コネクタ１２５に配置された弁体１２５ｂに、コ
ネクタ１３５の備える中空の針１３５ｂを穿刺することによって、第１保持部１２０と第
２保持部１３０とを連通させる構造を採用することも可能である。
【００６４】
　以上説明したように、第２実施形態に係る検査用器具２００は、第１保持部１２０を備
え、第１保持部１２０の密封性を維持可能な容器１２１、１２２と、第２保持部１３０を
備える容器１３１、１３２、１３３と、移動開始機構１４０を構成し、容器１２１、１２
２と容器１３１、１３２、１３３とを接続分離可能であるコネクタ１２５、１３５と、を
有する。コネクタ１２５、１３５は、容器１２１、１２２と容器１３１、１３２、１３３
との接続に伴って第１保持部１２０と第２保持部１３０とを連通させる。このように、第
１保持部１２０と第２保持部１３０とが別体で構成されることにより、第１保持部１２０
と第２保持部１３０とを別々に携帯することが可能になるため、検査用器具２００の利便
性がより一層向上する。
【００６５】
　以上、実施形態を通じて本発明に係る検査用器具を説明したが、本発明は実施形態およ
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び変形例において説明した構成のみに限定されることはなく、特許請求の範囲の記載に基
づいて適宜変更することが可能である。
【００６６】
　例えば、本発明に係る検査用器具は、尿に含まれる成分を検出するものに限定されない
。本発明に係る検査用器具は、血液等の尿以外の体液に含まれる成分を検出するものにも
適用可能である。
【００６７】
　また、例えば、一つの検査用器具に、複数の第１保持部および複数の第２保持部が設け
られていてもよい。
【符号の説明】
【００６８】
１０、１０ａ、１０ｂ　検査用器具、
１１　容器、
２０　第１保持部、
３０　第２保持部、
３１　検出機能部、
４０、４０ａ、４０ｂ　移動開始機構、
４１、４１ａ、４１ｂ　切替弁、
１２０　第１保持部、
１２１、１２２　容器（第１容器）、
１２５　コネクタ（移動開始機構）、
１３０　第２保持部、
１３１、１３２、１３３　容器（第２容器）、
１３２　容器、
１３４　検出機能部、
１３５　コネクタ（移動開始機構）、
１４０　移動開始機構、
２００　検査用器具、
Ｌ　尿（体液）。
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